
令
和
元
年
六
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

二

六

五

号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
二
六
五
号

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
公
立
小
中
学
校
の
国
有
地
利
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
公
立
小
中
学
校
の
国
有
地
利
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
国
有
地
に
係
る
貸
付
料
に
つ
い
て
は
、
「
普
通
財
産
貸
付
事
務
処
理
要
領
」
（
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
付
け

財
理
第
一
三
〇
八
号
財
務
省
理
財
局
長
通
達
）
及
び
「
国
有
財
産
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
り
普
通
財
産
の
減
額
譲
渡
又
は

減
額
貸
付
け
を
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
蔵
理
第
五
七
二
二
号
大
蔵
省
理

財
局
長
通
達
。
以
下
「
減
額
通
達
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
算
定
し
て
お
り
、
平
成
三
十
年
四
月
十
三
日
に
逗
子
市
と
当
該

国
有
地
に
係
る
国
有
財
産
有
償
貸
付
契
約
の
一
部
変
更
契
約
（
以
下
「
変
更
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
こ
れ
ら
の
通
達
に
基
づ
く
当
該
貸
付
料
の
増
額
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
変
更
契
約
の
締
結
に
係
る
貸

付
料
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
平
成
三
十
年
七
月
二
日
の
減
額
通
達
の
改
正
で
は
な
く
、
平
成
二
十
九
年
六
月
三
十

日
の
減
額
通
達
の
改
正
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

三
及
び
七
に
つ
い
て

一



国
有
地
に
つ
い
て
は
、
国
有
財
産
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
学
校
の
施
設
の
用
に
供
す
る
場
合
に
は
減
額
貸
付
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
厳
し
い
財
政
事
情
や
未

利
用
国
有
地
が
偏
在
す
る
中
で
の
地
域
間
の
公
平
性
を
踏
ま
え
、
極
力
適
正
な
対
価
を
得
る
こ
と
に
よ
り
財
政
収
入
の
確
保

を
図
る
こ
と
が
適
当
と
の
考
え
方
の
下
で
、
一
定
の
範
囲
で
減
額
貸
付
を
適
用
す
る
取
扱
い
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
、
減
額
通
達
に
お
い
て
は
、
中
学
校
の
運
動
場
に
つ
い
て
減
額
貸
付
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
面
積
の
算
定

に
当
た
り
、
中
学
校
設
置
基
準
（
平
成
十
四
年
文
部
科
学
省
令
第
十
五
号
）
に
基
づ
き
定
め
た
面
積
基
準
等
を
用
い
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

な
お
、
国
有
財
産
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お

い
て
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
（
前
期
課
程
に
限
る
。
）

又
は
特
別
支
援
学
校
の
施
設
（
学
校
給
食
の
実
施
に
必
要
な
施
設
を
含
む
。
）
で
、
災
害
に
よ
る
著
し
い
被
害
、
児
童
又
は

生
徒
の
急
増
そ
の
他
の
特
別
の
事
由
が
あ
る
地
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
地
域
に
あ
る
も
の
の
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、
無

償
貸
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

二



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
市
町
村
交
付
金
」
に
つ
い
て
は
、
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
二
号
。

以
下
「
市
町
村
交
付
金
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
お
い
て
、
市
町
村
交
付
金
と
し
て
交
付
す
べ
き
金
額
は
、
交
付
金
算
定

標
準
額
に
百
分
の
一
・
四
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
当
該
交
付
金
算
定
標
準
額
は
、
原
則
と
し
て
、
国
有
財
産
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
台
帳
又
は
物
品
管
理
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
三
十

六
条
の
帳
簿
等
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
固
定
資
産
の
価
格
と
す
る
旨
規
定
さ

れ
、
市
町
村
交
付
金
法
第
七
条
に
お
い
て
、
当
該
固
定
資
産
の
価
格
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
固
定

資
産
の
所
在
地
の
市
町
村
長
に
通
知
さ
れ
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

市
町
村
が
公
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
交
付
金
法
第
二
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村

交
付
金
は
交
付
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
逗
子
中
学
校
の
例
」
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
交
付
金
は
交
付

さ
れ
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

三



財
務
省
所
管
一
般
会
計
所
属
の
国
有
地
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
九
年
度
末
時
点
に
お
い
て
、
公
立
小
中
学
校
用
地
と
し
て
、

地
方
公
共
団
体
と
有
償
貸
付
契
約
を
締
結
し
て
い
る
件
数
は
三
百
八
十
四
件
、
無
償
貸
付
契
約
を
締
結
し
て
い
る
件
数
は
四

十
四
件
で
あ
る
。

四


